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は
じ
め
に

　

天
台
僧
円
仁
（
慈
覚
大
師
）
は
、
承
和
五
年
（
八
三
八
）
に
入
唐
し
て
五
臺
山
の
文
殊
菩
薩
の
聖
跡
を
巡
礼
し
、
長
安
の
寺
院
で
受
学
し
た
あ
と
、
同
十
四

年
に
帰
国
す
る
。
そ
の
旅
行
記
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』（
以
下
、「
行
記
」
と
略
称
す
る
）
の
内
容
は
、
円
仁
が
同
行
し
た
遣
唐
使
の
姿
だ
け
で
な
く
、
在
唐

新
羅
人
と
の
交
流
、
中
国
（
唐
）
各
地
の
交
通
、
風
俗
、
物
価
等
に
も
及
ぶ
。
さ
ら
に
旅
行
に
か
か
わ
る
公
私
文
書
が
転
載
さ
れ
、
仏
教
弾
圧
（
会
昌
の
廃
仏
）

の
様
子
に
つ
い
て
も
活
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
該
時
期
の
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
文
化
や
社
会
・
経
済
状
況
を
理
解
す
る
う
え
で
、「
行
記
」
は
き

　

天
台
僧
円え

ん

仁に
ん

（
慈
覚
大
師
）
は
、
承
和
五
年
（
八
三
八
）
に
入
唐
し
て

五
臺
山
の
聖
跡
を
巡
礼
し
、
長
安
の
寺
院
で
受
学
し
た
あ
と
、
同
十
四
年

に
帰
国
す
る
ま
で
の
模
様
を
『
入に

っ

唐と
う

求ぐ

法ほ
う

巡じ
ゅ
ん

礼れ
い

行こ
う

記き

』
に
記
し
て
い
る
。

そ
の
記
述
を
も
と
に
円
仁
の
巡
礼
ル
ー
ト
を
復
元
し
、
日
唐
の
交
流
・
交

通
等
の
諸
相
を
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
研

究
会
は
こ
れ
ま
で
に
幾
度
か
の
現
地
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
本
稿
は
、
五

臺
山
の
巡
礼
を
終
え
た
円
仁
が
唐
の
都
・
長
安
へ
と
向
か
う
地
点
を
辿
っ

た
、
二
〇
一
四
年
度
の
調
査
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。
陝せ

ん

西せ
い

省し
ょ
う

渭
南

市
大
茘
県
か
ら
西
安
市
臨
潼
区
ま
で
の
道
程
を
確
認
し
、
大
茘
県
と
「
王

明
店
」
比
定
地
、
故
市
鎮
と
関
山
鎮
、
康
橋
村
か
ら
櫟
陽
村
と
を
結
ぶ
道ど

う

路ろ

遺い

構こ
う

を
発
見
し
、
円
仁
の
巡
礼
ル
ー
ト
の
復
元
だ
け
で
な
く
、
唐と

う

代だ
い

の

交こ
う

通つ
う

を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
成
果
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
故
市
鎮
の
移

転
な
ど
、
既
存
の
文
献
史
料
で
は
得
ら
れ
な
い
情
報
も
入
手
し
、
現
地
調

査
の
重
要
性
お
よ
び
緊
急
性
を
改
め
て
再
認
識
し
た
。

論
　
文
　
要
　
旨

三　

輪　

仁　

美

円
仁
の
足
跡
を
訪
ね
て
（
Ⅹ
）

　
　
　
　
　

―
陝
西
省
―
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わ
め
て
重
要
な
史
料
で
あ
る
。

　

円
仁
の
足
跡
は
広
範
囲
に
及
ん
で
お
り
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
論
考
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た（

（
（

。
平
成
二
十
四
年
～
二
十
六
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
の
基

盤
研
究
（
Ｂ
）「
日
本
古
代
の
仏
教
受
容
と
東
ア
ジ
ア
の
仏
教
交
流
」（
研
究
代
表
者
・
佐
藤
長
門
）
に
携
わ
る
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
入
唐
求
法

巡
礼
行
記
研
究
会
」
は
、「
行
記
」
を
も
と
に
円
仁
の
巡
礼
ル
ー
ト
を
復
元
し
、
日
唐
の
交
流
・
交
通
等
の
諸
相
を
研
究
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
こ
れ
ま

で
に
幾
度
か
の
現
地
調
査
を
お
こ
な
っ
て
い
る（

（
（

。
本
稿
は
、
前
述
の
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
の
一
環
と
し
て
実
施
し
た
、
平
成
二
十
六
年
（
二
〇
一
四
）

度
の
調
査
の
内
容
と
成
果
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
調
査
は
、
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
（
水
）
か
ら
二
十
九
日
（
月
）
ま
で
の
日
程
で
、
陝
西
省
渭
南
市
大
茘
県
か
ら
西
安
市
臨
潼
区
ま
で
の
道
程

を
確
認
し
た
（
図
１
）。
五
臺
山
の
巡
礼
を
終
え
た
円
仁
が
唐
の
都
・
長
安
へ
と
向
か
う
、「
行
記
」
開
成
五
年
（
八
四
〇
）
八
月
十
三
日
条
か
ら
十
九
日
条
に

該
当
す
る
地
点
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。
前
回
（
二
〇
一
三
年
度
）
の
調
査
で
は
、
円
仁
が
黄
河
を
望
み
、
そ
の
渡
河
点
と
推
定
さ
れ
る
蒲
津
関
（
山
西
省
運
城

市
永
済
市
）
ま
で
の
ル
ー
ト
を
確
認
し
た（

（
（

の
で
、
今
回
の
調
査
対
象
は
そ
の
対
岸
か
ら
京
兆
府
界
櫟
陽
県
（
西
安
市
臨
潼
区
櫟
陽
鎮
）
ま
で
の
地
域
に
設
定
し

た
。
櫟
陽
鎮
お
よ
び
長
安
城
跡
周
辺
は
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
度
に
調
査
を
終
え
て
お
り（

（
（

、
こ
れ
で
円
仁
の
「
入
唐
求
法
巡
礼
」
の
往
路
は
概
ね
追
体
験

し
た
こ
と
に
な
る
。

　

日
本
か
ら
の
参
加
者
は
、
研
究
代
表
の
佐
藤
長
門
氏
（
國
學
院
大
學
、
以
下
調
査
当
時
の
所
属
を
記
す
）、
連
携
研
究
者
の
金
子
修
一
氏
（
同
）・
笹
生
衛
氏

（
同
）・
石
見
清
裕
氏
（
早
稲
田
大
学
）・
田
中
史
生
氏
（
関
東
学
院
大
学
）、
研
究
協
力
者
の
山
﨑
雅
稔
氏
（
國
學
院
大
學
）・
王
海
燕
氏
（
浙
江
大
学
）、
研

究
補
助
員
の
河
野
保
博
氏
（
京
都
造
形
大
学
）・
栁
田
甫
氏
（
國
學
院
大
學
大
学
院
生
）・
伏
見
和
也
氏
（
同
）、
お
よ
び
筆
者
の
一
一
名
で
、
中
国
か
ら
は
葛

継
勇
氏
（
鄭
州
大
学
）
が
合
流
し
た
。
以
下
、
現
地
調
査
の
内
容
と
成
果
を
日
程
順
に
詳
述
す
る
。

　
　
　

第
一
日
目
　
十
二
月
二
十
四
日
（
水
）　
東
京
→
西
安

　

日
本
か
ら
の
参
加
者
は
、
羽
田
空
港
国
際
線
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
出
発
ロ
ビ
ー
に
七
時
三
〇
分
に
集
合
し
た
。
日
本
の
家
電
製
品
―
炊
飯
器
が
人
気
の
よ
う
で
あ
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図１　2014 年度調査地（１）
河野保博作成「円仁在唐行程図」（鈴木靖民編『円仁とその時代』〈高志書院、2009 年〉所収）
に加筆した。

図２　2014 年度調査地（２）、筆者作成
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る
―
を
買
い
込
ん
で
帰
国
の
途
に
つ
く
中
国
人
観
光
客
、
年
末
年
始
を
海
外
で
過
ご
す
と
思
し
き
日
本
人
旅
行
客
で
空
港
内
は
賑
わ
っ
て
い
る
。
出
国
手
続
き

を
終
え
た
あ
と
、
現
地
で
お
世
話
に
な
る
方
々
へ
の
土
産
を
購
入
し
た
。
経
由
す
る
北
京
上
空
の
航
路
が
混
雑
し
て
い
た
た
め
、
Ａ
Ｎ
Ａ
一
二
五
五
便
へ
の
搭

乗
は
予
定
時
刻
よ
り
四
〇
分
ほ
ど
遅
れ
、
一
〇
時
七
分
に
羽
田
を
離
陸
し
た
。
フ
ラ
イ
ト
は
順
調
で
、
一
二
時
五
三
分
（
日
本
時
間
で
は
一
三
時
五
三
分
。
以

下
、
現
地
時
間
で
表
記
す
る
）
に
北
京
首
都
国
際
空
港
に
到
着
し
た
。

　

空
港
は
広
く
、
預
け
た
荷
物
を
受
け
取
る
に
も
モ
ノ
レ
ー
ル
で
の
移
動
を
要
し
、
さ
ら
に
国
内
線
タ
ー
ミ
ナ
ル
へ
走
る
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
乗
り
場
を
係
員
に

尋
ね
る
も
の
の
、
転
々
と
た
ら
い
回
し
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
よ
う
や
く
国
内
線
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
着
く
と
、
搭
乗
予
定
時
刻
ま
で
一
時
間
を
き
っ
て
い
た
。
間

一
髪
で
国
内
線
Ｍ
Ｕ
二
一
一
二
便
に
乗
り
込
み
、
一
五
時
〇
七
分
、
ほ
ぼ
定
刻
で
西
安
に
向
け
て
北
京
を
離
陸
し
た
。
機
内
で
は
ホ
ッ
ト
ド
ッ
グ
と
カ
フ
ェ
オ

レ
が
提
供
さ
れ
た
。
一
方
、
航
空
会
社
の
都
合
に
よ
り
ビ
ジ
ネ
ス
ク
ラ
ス
に
案
内
さ
れ
た
笹
生
氏
に
は
、
ロ
ー
ス
ト
ビ
ー
フ
や
カ
ナ
ッ
ペ
、
ド
ラ
ゴ
ン
フ
ル
ー

ツ
な
ど
が
振
る
舞
わ
れ
た
よ
う
で
、
こ
の
一
件
は
最
終
日
ま
で
話
の
種
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

一
六
時
五
〇
分
、
西
安
咸
陽
国
際
空
港
に
到
着
し
た
。
飛
行
機
を
降
り
る
と
、
晴
天
に
も
か
か
わ
ら
ず
周
囲
は
白
っ
ぽ
く
霞
ん
で
い
た
。
昨
今
、
国
際
的
に

も
話
題
に
な
っ
て
い
る
中
国
の
大
気
汚
染
を
目
の
当
た
り
に
し
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
空
港
で
は
陝
西
省
文
物
国
際
旅
行
社
の
薛
東
風
氏
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
周

正
氏
が
朗
ら
か
な
笑
顔
で
出
迎
え
て
く
れ
た
。
薛
・
周
両
氏
に
は
、
二
〇
〇
八
・
〇
九
・
一
一
・
一
三
年
度
の
調
査
で
も
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
。
周
氏
運
転
の

マ
イ
ク
ロ
バ
ス
に
乗
り
込
み
、
宿
舎
へ
と
向
か
う
。
唐
の
皇
帝
が
居
住
し
、
政
治
と
文
化
の
中
心
地
と
な
っ
た
大
明
宮
跡
（
現
在
は
大
明
宮
国
家
遺
跡
公
園
と

し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
）
を
車
窓
か
ら
眺
め
、
一
九
時
七
分
、
宿
舎
の
古
都
新
世
界
大
酒
店
に
到
着
し
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
ム
ー
ド
一
色
の
ロ
ビ
ー
は
ツ
リ
ー
や

電
飾
で
華
や
か
に
装
わ
れ
て
お
り
、
吹
奏
楽
や
聖
歌
隊
に
よ
る
催
し
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
葛
継
勇
氏
と
合
流
し
、
さ
ら
に
前
回
の
調
査
で
も
お
世

話
に
な
っ
た
拝
根
興
氏
（
西
安
電
子
科
技
大
学
）
の
姿
も
あ
っ
た
。
拝
氏
は
調
査
地
で
あ
る
渭
南
市
大
茘
県
の
ご
出
身
で
、
調
査
地
域
に
関
す
る
情
報
が
得
ら

れ
れ
ば
と
、
金
子
氏
を
通
じ
て
宴
席
に
お
招
き
し
た
の
で
あ
る
。
一
九
時
四
〇
分
か
ら
二
時
間
程
、
宿
舎
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
拝
氏
を
囲
ん
で
会
食
し
た
。
学

術
的
な
事
柄
か
ら
年
代
物
の
白
酒
に
至
る
ま
で
様
々
な
話
題
で
盛
り
上
が
り
、
歓
談
が
途
切
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
会
食
後
、
拝
氏
を
迎
え
に
来
た
王
坤
氏

（
陝
西
師
範
大
学
）
と
し
ば
し
の
間
再
会
を
喜
び
、
両
氏
と
は
ホ
テ
ル
の
前
で
お
別
れ
し
た
。
そ
の
後
、
各
自
で
持
ち
寄
っ
た
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
な
酒
類
を

横
目
（
あ
る
い
は
片
手
）
に
、
調
査
の
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
。
翌
日
か
ら
の
調
査
に
備
え
て
五
〇
分
程
で
切
り
上
げ
、
就
寝
し
た
。
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第
二
日
目
　
十
二
月
二
十
五
日
（
木
）　
潼
関
県
、
大
茘
県
平
民
鎮

　

調
査
初
日
で
あ
る
。
午
前
は
西
安
市
よ
り
一
五
〇
キ
ロ
ほ
ど
東
の
渭
南
市
潼
関
県
の
、
午
後
は
円
仁
が
開
成
五
年
八
月
十
三
日
に
辿
っ
た
ル
ー
ト
の
踏
査
を

お
こ
な
っ
た
。

　
　
　
　
（
一
）
潼
関
古
城

　

潼
関
県
は
陝
西
省
の
東
端
に
位
置
し
、
山
西
・
河
南
両
省
に
接
す
る
。
北
に
は
渭
河
が
西
か
ら
流
入
し
、
南
西
に
は
秦
嶺
山
脈
の
秀
峰
・
華
山
が
そ
び
え
て

い
る
。
南
流
し
て
き
た
黄
河
は
華
山
に
ぶ
つ
か
り
、
渭
河
を
加
え
て
九
〇
度
方
向
を
変
え
て
東
に
流
れ
る
。
潼
関
は
古
来
洛
陽
―
長
安
間
に
お
け
る
交
通
の
要

衝
で
あ
り
、
後
漢
末
期
の
建
安
十
六
年
（
二
一
一
）、
曹
操
と
馬
超
・
韓
遂
ら
関
中
十
部
の
反
乱
軍
と
の
戦
い
が
こ
の
一
帯
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
（
潼
関
の
戦

い（
（
（

）
な
ど
、
関
中
の
戦
乱
時
に
は
争
奪
の
地
と
な
っ
た
。
円
仁
は
復
路
に
お
い
て
潼
関
を
通
過
し
て
お
り
、「
行
記
」
に
「
是
れ
国
城
の
咽
喉
な
り
」
と
、
潼

関
が
長
安
に
と
っ
て
要
衝
の
地
で
あ
る
こ
と
を
書
き
留
め
て
い
る
（
会
昌
五
年
〈
八
四
五
〉
五
月
二
十
二
日
条
）。
黄
河
お
よ
び
渭
河
周
辺
の
交
通
路
を
確
認

し
て
お
こ
う
と
、
古
代
の
城
塞
や
、
そ
れ
に
連
な
る
潼
関
十
二
連
城
な
ど
の
遺
跡
の
見
学
を
予
定
に
組
み
込
ん
だ
。

　

八
時
五
分
に
、
宿
舎
を
出
発
す
る
。
間
も
な
く
、
笹
生
氏
が
手
荷
物
に
眼
鏡
が
な
い
と
声
を
あ
げ
た
。
と
こ
ろ
が
、
宿
舎
に
引
き
返
そ
う
と
信
号
が
青
に
変

わ
る
の
を
待
つ
間
、
眼
鏡
は
氏
が
す
で
に
着
用
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
薛
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
中
国
で
は
「
驢
馬
に
乗
っ
て
驢
馬
を
探

す
」
と
表
現
す
る
ら
し
い
。
車
内
は
笑
い
に
包
ま
れ
、
潼
関
県
に
向
け
て
改
め
て
出
発
し
た
。

　

西
安
か
ら
兵
馬
俑
（
始
皇
帝
陵
付
近
）
ま
で
は
高
速
道
路
が
修
理
の
た
め
に
封
鎖
さ
れ
て
い
た
の
で
、
し
ば
ら
く
は
国
道
一
〇
八
号
線
を
道
な
り
に
進
む
。

気
づ
く
と
驪
山
の
麓
、
華
清
池
の
脇
を
通
過
し
て
い
た
。
山
麓
に
温
泉
が
あ
り
、
秦
の
始
皇
帝
は
こ
こ
で
瘡
を
治
療
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
唐
の
玄

宗
は
楊
貴
妃
の
た
め
に
華
清
池
を
造
り
、
二
人
の
逸
話
を
歌
っ
た
『
長
恨
歌
』
に
は
、「
驪
宮
高
き
処
青
雲
に
入
り　

仙
楽
風
に
飄
へ
り
て
処
々
に
聞
こ
ゆ
」、

「
春
寒
く
し
て
浴
を
賜
ふ
華
清
の
池　

温
泉
水
滑
ら
か
に
し
て
凝
脂
を
洗
ふ
」
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
北
上
し
、
兵
馬
俑
で
高
速
道
路
に
入
る
。
ま
だ
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一
時
間
程
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
、
九
時
三
二
分
、
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
で
休
憩
を
と
る
。
そ
こ
に

は
小
さ
な
売
店
が
あ
り
、
当
座
の
ミ
ネ
ラ
ル
ウ
ォ
ー
タ
ー
を
購
入
し
た
。
そ
の
後
、
九
時
四
七
分
に

バ
ス
に
戻
り
、
再
び
東
に
向
か
っ
て
進
む
。

　

高
速
道
路
を
下
り
た
の
は
一
〇
時
四
八
分
、
そ
こ
か
ら
県
道
二
〇
四
号
線
（
港
安
路
）
を
南
下
し
、

南
街
村
に
入
る
。
南
西
に
そ
び
え
る
山
の
頂
に
は
十
二
も
の
烽
火
台
が
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
潼
関

十
二
連
城
の
跡
で
あ
ろ
う
。
一
一
時
、
何
人
か
は
降
車
し
て
徒
歩
で
見
学
を
開
始
し
た
。
一
方
、
筆

者
を
含
め
て
車
内
に
残
っ
た
者
は
、
そ
の
ま
ま
バ
ス
を
走
ら
せ
て
斜
坂
道
を
進
み
、
一
足
早
く
高
台

に
向
か
う
。
そ
こ
で
は
黄
河
と
渭
河
の
合
流
点
を
望
む
こ
と
が
で
き
た
（
写
真
１
）。
円
仁
は
東
岸

か
ら
み
た
黄
河
の
流
れ
を
、「
黄
河
は
（
河
中
府
―
筆
者
注
）
城
の
西
辺
よ
り
南
に
向
か
ひ
て
流
る
。

黄
河
は
河
中
府
よ
り
已
北
、
南
に
向
か
ひ
て
流
れ
、
河
中
府
の
南
に
到
り
て
便
ち
東
に
向
か
ひ
て
流

る
」
と
記
し
て
い
る
（
八
月
十
三
日
条
）。「
行
記
」
の
記
述
通
り
の
景
色
に
、
我
々
は
目
を
見
張
っ

た
。
周
囲
に
は
楼
閣
建
築
と
城
壁
の
一
部
が
現
在
も
残
っ
て
お
り
、
そ
の
う
ち
の
一
棟
に
は
「
紅
楼

観
」
の
名
を
確
認
し
た
。
楼
観
と
は
物
見
の
た
め
に
高
く
造
っ
た
建
物
で
あ
り
、
河
の
南
側
、
山
の

北
側
と
い
う
地
形
を
活
か
し
た
、
監
視
の
役
割
を
担
っ
た
施
設
で
あ
ろ
う
か
。
黄
河
お
よ
び
渭
河
の
交
通
上
、
こ
の
地
点
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ

と
を
物
語
る
。

　

ひ
と
し
き
り
歩
き
回
る
と
、
寒
さ
が
身
に
染
み
て
く
る
。
一
一
時
三
〇
分
、
昼
食
を
と
る
た
め
に
潼
関
古
城
を
あ
と
に
し
た
。
再
び
高
速
道
路
で
、
西
に
戻

る
か
た
ち
で
進
む
。「
華
山
の
北
」
を
意
味
す
る
華
陰
市
に
入
り
、
一
二
時
二
〇
分
、
国
道
―
地
元
で
は
華
山
路
と
い
う
ら
し
い
―
沿
い
の
ホ
テ
ル
「
華
山
客
楼
」

で
昼
食
を
と
る
。
昼
食
後
、
腹
ご
な
し
に
裏
庭
へ
出
る
と
、
間
近
に
華
山
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
三
時
一
八
分
、
大
茘
県
市
街
地
へ
向
け
て
出
発
し
た
。

写真１　潼関古城から望む渭河（左）と黄河（右）
　　　　（佐藤長門氏撮影）
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（
二
）
大
茘
県
市
街
地
、
朝
邑
鎮

　

こ
こ
か
ら
円
仁
の
足
跡
を
辿
る
調
査
を
開
始
す
る
。「
行
記
」
に
よ
る
と
、
八
月
十
三
日
に
河
中
節
度
府
城
を
出
た
円
仁
は
蒲
津
関
へ
向
か
い
、
そ
こ
で
公

験
（
通
行
証
）
の
点
検
を
受
け
て
黄
河
を
渡
っ
た
。
小
野
勝
年
氏
は
「
行
記
」
と
中
国
側
の
諸
史
料
の
記
述
を
勘
案
し
、
黄
河
の
東
岸
・
西
岸
そ
れ
ぞ
れ
に
関

が
あ
っ
た
と
す
る（

（
（

。『
朝
邑
県
後
志
』
疆
城
図
に
は
、
黄
河
の
西
岸
に
「
旧
太
慶
関
」「
新
太
慶
関
」
の
名
が
み
え
る
。「
太
慶
関
」
に
新
旧
を
冠
し
て
い
る
の
は
、

関
が
移
転
し
た
こ
と
を
示
す
。
黄
河
の
下
流
域
は
膨
大
な
土
砂
の
堆
積
に
よ
り
川
底
が
周
辺
の
平
面
地
よ
り
も
高
く
、
古
代
か
ら
氾
濫
を
繰
り
返
し
、
大
き
く

流
路
を
変
え
て
き
た
。
疆
城
図
に
は
河
道
の
変
更
も
描
か
れ
て
お
り
、
円
仁
が
通
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
旧
大
慶
関
は
河
道
変
更
後
の
黄
河
東
岸
に
描
か
れ
て
い

る
。
ま
た
円
仁
は
、
着
岸
地
点
よ
り
西
に
五
里
（
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
進
み
、
開
元
八
年
（
七
二
〇
）
に
新
設
さ
れ
た
河
西
県
の
八
柱
寺
と
い
う
寺
院
に
宿

泊
し
て
い
る
。
小
野
氏
は
「
八
柱
は
八
支
柱
、
八
支
正
道
な
ど
の
義
と
河
橋
の
八
体
の
鉄
牛
と
を
合
わ
せ
意
味
し
、
こ
れ
を
寺
名
に
し
た
も
の
」
と
推
測
し
て

い
る
。
寺
跡
は
未
詳
で
あ
り
、
大
慶
関
と
と
も
に
、
現
在
の
黄
河
東
岸
ま
た
は
川
底
に
沈
ん
で
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

前
回
の
調
査
で
は
、
蒲
津
渡
遺
址
博
物
館
に
お
い
て
鉄
牛
や
鉄
柱
な
ど
の
野
外
展
示
を
見
学
し
た
。
こ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
黄
河
を
挟
ん
で
対
岸
の
大
茘

県
平
民
鎮
付
近
で
も
類
似
す
る
も
の
を
み
つ
け
る
た
め
、
ま
ず
は
地
図
を
入
手
し
に
大
茘
県
市
街
地
へ
と
向
か
っ
た
。
一
四
時
三
〇
分
、
県
の
中
心
部
・
城
関

鎮
で
新
華
書
店
を
み
つ
け
、
地
図
を
購
入
し
た
。
黄
河
沿
岸
に
向
か
っ
て
大
朝
公
路
を
東
に
進
む
と
、
朝
邑
鎮
に
入
る
。
こ
こ
は
円
仁
が
八
月
十
五
日
に
、
河

西
県
八
柱
寺
よ
り
西
に
三
〇
里
（
約
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
進
み
、
某
店
に
て
食
事
を
摂
っ
た
「
朝
邑
県
」
に
比
定
さ
れ
る
。
朝
邑
県
の
県
治
は
『
太
平
寰
宇

記
』
で
は
同
州
の
東
三
五
里
（
約
二
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）、『
大
清
一
統
志
』
や
『
読
史
方
輿
紀
要
』
で
は
と
も
に
同
州
東
三
〇
里
と
し
、「
行
記
」
で
は
朝
邑

県
―
同
州
間
の
距
離
は
三
五
里
と
し
て
い
る
。
同
州
は
現
在
の
大
茘
県
付
近
に
比
定
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
朝
邑
鎮
か
ら
真
西
に
約
一
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
里

数
に
換
算
す
る
と
三
〇
里
弱
の
位
置
に
あ
る
。
ま
た
『
朝
邑
県
後
志
』
村
鎮
図
で
は
、
朝
邑
県
と
新
大
慶
関
を
結
ぶ
よ
う
に
村
落
が
分
布
し
て
い
る
が
、
そ
の

よ
う
な
村
落
（
遺
称
地
）
は
現
在
の
地
図
上
で
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
小
野
氏
は
、
円
仁
が
立
ち
寄
っ
た
「
店
」
は
県
城
内
の
宿
屋
を
兼
ね
た

飲
食
店
と
す
る
。
加
え
て
五
臺
山
巡
礼
後
の
記
事
に
散
見
し
、
特
に
山
西
・
陝
西
両
省
の
幹
線
道
路
沿
い
に
設
け
ら
れ
て
い
る
様
子
か
ら
、
首
都
と
北
都
と
の

交
通
や
五
臺
山
巡
礼
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
た
だ
、「
行
記
」
に
は
朝
邑
県
管
内
に
所
在
し
た
こ
と
以
外
記
載
が
な
く
、
現
在
地
の
比
定
は
困
難
で
あ
る
。

や
む
を
得
ず
朝
邑
鎮
の
名
が
書
か
れ
た
看
板
を
撮
影
す
る
こ
と
で
、
地
点
の
確
認
と
し
た（

（
（

。



134

　

一
四
時
五
七
分
、
さ
ら
に
東
に
進
ん
で
大
寨
子
村
に
入
る
と
、
今
度
は
古
い
建
物
跡
群
が
視
界
に
入
っ
て
き
た
。
清
代
末
期
の
食
糧
倉
庫
、
天
下
第
一
倉
と

呼
ば
れ
る
豊
図
義
倉
遺
跡
で
あ
る
。
立
ち
寄
っ
て
見
学
す
る
と
、
版
築
の
遺
存
状
態
は
良
好
で
あ
り
、
城
壁
の
如
き
形
状
で
あ
っ
た
。
近
隣
に
は
金
龍
寺
も
あ

り
、
散
策
を
続
け
た
。
金
龍
寺
は
唐
の
貞
観
元
年
（
六
二
七
）
に
建
立
さ
れ
、
明
の
嘉
靖
三
十
四
年
（
一
五
五
六
）
に
大
地
震
で
倒
壊
し
、
明
代
末
期
に
修
復

さ
れ
た
寺
院
で
あ
る
。
現
存
す
る
煉
瓦
積
み
の
塔
は
日
本
で
は
珍
し
い
八
角
七
重
の
形
式
で
あ
り
、
基
層
は
唐
代
に
遡
る
と
い
う
。
塔
に
入
っ
て
見
上
げ
る
と
、

天
井
に
は
穴
が
空
い
て
お
り
、
吹
き
抜
け
状
に
な
っ
て
上
層
部
ま
で
み
る
こ
と
が
で
き
た
。
塔
の
外
壁
に
嵌
め
込
ま
れ
た
「
東
岳
老
爺
遊
司

碑
」
に
は
明
代

末
期
の
崇
禎
四
年
（
一
六
三
二
）
の
年
紀
を
も
ち
、「
同
州
朝
邑
県
」
と
地
名
が
刻
ま
れ
て
い
る
の
を
確
認
し
た
。

　

袋
祠
岑
楼
に
も
足
を
運
ん
だ
。
こ
こ
は
春
秋
時
代
の
工
匠
・
魯
班
（
公
輸
班
）
に
よ
る
建
造
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
唐
の
貞
観
元
年
（
六
二
七
）
に
修
理
を

加
え
、
さ
ら
に
明
の
隆
慶
六
年
（
一
五
七
二
）
に
は
殿
宇
を
増
築
し
た
と
い
う
。
現
在
に
遺
る
楼
は
宋
代
の
も
の
で
あ
る
。
楼
に
登
っ
て
周
囲
を
見
渡
す
。
空

気
が
澄
ん
で
い
れ
ば
、
黄
河
や
華
山
を
一
望
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
小
一
時
間
ほ
ど
見
学
し
、
一
六
時
一
〇
分
、
バ
ス
に
乗
り
込
み
黄
河
へ
と
向
か
っ
た
。

　
　
　
　
（
三
）
大
茘
県
平
民
鎮

　

一
六
時
一
九
分
、
黄
河
沿
岸
の
平
民
鎮
に
入
り
、
地
図
に
な
い
道
を
東
に
進
む
。
幸
い
に
路
肩
で
一
時
停
車
し
て
い
た
地
元
の
男
性
が
い
た
の
で
、
黄
河
が

み
え
る
場
所
へ
の
行
き
方
を
尋
ね
る
と
、
自
身
の
車
で
先
導
す
る
と
快
く
応
じ
て
く
れ
た
。
男
性
に
導
か
れ
て
黄
河
沿
岸
の
車
道
に
出
る
と
、
牛
の
モ
ニ
ュ
メ

ン
ト
が
置
か
れ
た
広
場
を
目
に
し
た
。
一
旦
通
過
し
、
河
岸
に
降
り
ら
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
車
を
走
ら
せ
、
そ
こ
で
礼
を
述
べ
て
男
性
と
別
れ
た
。
黄
河
（
写
真

２
）
を
望
み
つ
つ
、
前
回
の
調
査
で
み
た
光
景
が
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た
。
前
回
は
東
岸
の
村
々
を
訪
れ
、
村
人
の
キ
ャ
ベ
ツ
畑
に
お
邪
魔
し
て
遠
く
対
岸
に
陝
西

省
の
街
を
か
す
か
に
認
め
た
が
、
そ
れ
は
い
ま
我
々
が
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
円
仁
が
黄
河
渡
河
後
に
通
過
し
た
関
や
寺
院
、
道
路

等
は
、
大
部
分
が
眼
前
に
沈
ん
で
い
る
の
か
と
思
い
を
馳
せ
た
。

　

黄
河
の
形
状
や
流
れ
を
確
認
し
た
の
ち
、
先
に
通
過
し
た
牛
像
の
置
か
れ
た
広
場
へ
と
戻
る
こ
と
に
し
た
（
写
真
３
）。
そ
の
時
刻
は
一
七
時
で
、
日
暮
れ

が
近
づ
い
て
い
る
。
広
場
の
説
明
板
に
よ
る
と
、
こ
の
牛
像
は
二
〇
一
一
年
に
竣
工
し
た
護
岸
工
事
の
際
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
残
念
な
が
ら
蒲
津
渡
遺
址

博
物
館
で
み
た
よ
う
な
出
土
遺
物
で
は
な
か
っ
た
。
一
七
時
七
分
、
バ
ス
に
乗
り
込
み
、
平
民
鎮
を
後
に
し
て
宿
舎
に
向
か
っ
た
。
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途
中
で
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
寄
り
、
一
八
時
に
宿
舎
「
黄
河
賓
館
」
に
到
着
し
た
。
各
自
部
屋
で
休
憩

を
と
り
、
一
八
時
三
〇
分
に
ロ
ビ
ー
に
集
合
し
た
。
別
館
に
あ
る
食
堂
に
移
動
す
る
も
、
宿
泊
手
続
き
の
際

に
提
出
し
た
パ
ス
ポ
ー
ト
が
返
却
さ
れ
ず
、
妙
な
不
安
を
覚
え
る
。
た
だ
、
葛
氏
が
メ
ニ
ュ
ー
を
手
に
し
て

座
ろ
う
と
し
た
途
端
、河
野
氏
が
偶
然
に
そ
の
椅
子
を
ず
ら
し
、葛
氏
が
転
び
か
け
る
と
い
う
一
幕
も
あ
り
、

張
り
詰
め
か
け
た
場
の
空
気
が
和
ん
だ
。
食
後
、
二
〇
時
三
〇
分
か
ら
翌
日
の
予
定
、
特
に
ど
の
地
点
を
重

点
的
に
調
査
す
る
か
に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
、
就
寝
し
た
。

　
　
　

第
三
日
目
　
十
二
月
二
十
六
日
（
金
）　
大
茘
県
城
関
鎮
、
羌
白
鎮

　

早
朝
、
王
氏
と
筆
者
が
宿
泊
し
た
部
屋
で
は
、
洗
面
台
の
水
が
出
続
け
る
と
い
う
ハ
プ
ニ
ン
グ
に
見
舞
わ

れ
た
。
ま
た
佐
藤
・
田
中
両
氏
は
、
朝
食
が
「
賓
館
」
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い
と
嘆
い
て
い
た
。
こ
の
宿
舎

に
は
連
泊
す
る
た
め
、
参
加
者
の
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
の
積
み
込
み
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
乗
車

し
、
八
時
四
七
分
に
出
発
し
た
。
こ
の
日
は
ま
ず
市
街
地
周
辺
の
史
跡
や
同
州
故
城
の
範
囲
（
城
域
）
を
踏

査
し
、
次
い
で
円
仁
の
巡
礼
ル
ー
ト
を
辿
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
（
一
）
大
茘
県
文
物
旅
游
局
、
文
殊
新
塔

　

大
茘
県
の
市
街
地
北
部
、
北
大
街
と
北
環
路
が
交
わ
る
地
点
に
面
し
て
文
殊
新
塔
が
所
在
す
る
。
も
と
は

「
文
殊
塔
」
と
い
い
、
か
つ
て
の
長
興
万
寿
禅
院
の
「
文
殊
閣
」
に
因
む
と
い
う
。
文
殊
閣
は
、
北
宋
の
淳

化
五
年
（
九
九
四
）
に
建
て
ら
れ
た
三
層
百
余
尺
の
建
物
で
、
文
殊
菩
薩
の
塑
像
を
有
し
て
い
た
こ
と
か
ら

名
づ
け
ら
れ
た
。
文
殊
閣
自
体
は
す
で
に
倒
壊
し
て
い
る
が
、
清
の
道
光
二
十
年
（
一
八
四
〇
）
に
文
殊
閣

写真２（右）　西岸（陝西省大茘県平民鎮）からみる黄河（田中史生氏撮影）
写真３（左）　鎮護岸工事のモニュメント（佐藤長門氏撮影）
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の
址
に
四
層
塔
と
碑
が
建
て
ら
れ
、「
文
殊
塔
」
と
呼
ば
れ
た
。
光
緒
四
年
（
一
八
七
八
）
に
は
塔
の
上
層
に
三
層
を
増
築
す
る
も
、
戦
災
に
よ
っ
て
半
壊
し

て
し
ま
っ
た
。
民
国
二
十
五
年
（
一
九
三
六
）、
長
興
万
寿
禅
院
の
旧
跡
に
方
山
公
園
を
建
て
、
ま
た
文
殊
塔
を
も
と
に
文
殊
新
塔
を
建
立
し
、
現
在
に
至
る
。

そ
の
文
殊
新
塔
の
西
に
は
同
州
大
興
国
寺
址
が
あ
る
。『
隋
書
』
に
よ
る
と
、
隋
の
文
帝
は
大
統
七
年
（
五
四
一
）、
馮
翊
（
現
在
の
大
茘
県
）
の
般
若
寺
と
い

う
仏
寺
で
誕
生
し
た（

（
（

。
般
若
寺
は
北
周
の
武
帝
に
よ
り
廃
毀
さ
れ
る
が
、
文
帝
は
こ
の
寺
跡
に
護
国
の
た
め
の
大
興
国
寺
を
建
立
し
た
と
い
う
。「
行
記
」
は

洛
河
渡
河
後
に
つ
い
て
、「
馮
翊
県
の
安
遠
村
の
王
明
店
に
到
」
っ
た
と
記
す
（
八
月
十
六
日
条
、
後
述
）。
円
仁
に
直
接
関
係
す
る
の
か
不
明
だ
が
、
調
査
地

に
加
え
る
こ
と
と
し
た
。

　

大
興
国
寺
址
に
は
、
仁
寿
元
年
～
四
年
（
六
〇
一
～
〇
四
）
に
文
帝
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
と
さ
れ
る
仁
寿
舎
利
塔
が
存
在
す
る
ら
し
く
、
情
報
を
求
め
て
大

茘
県
文
物
旅
游
局
を
訪
ね
た
。
八
時
五
四
分
、
陳
暁
琴
氏
と
面
会
し
て
話
を
伺
う
と
、
件
の
舎
利
塔
は
頭
頂
部
の
み
残
存
し
、
ま
た
大
興
国
寺
址
か
ら
「
舎
利

塔
下
銘
原
石
」
と
い
う
石
碑
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う（

（
（

（
現
在
は
大
茘
県
文
物
管
理
委
員
が
所
蔵
）。
ま
た
陳
氏
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
文
物
旅
游
局
に
横
積
み
さ

れ
て
い
る
石
碑
、
金
の
承
安
三
年
（
一
一
九
八
）
の
年
紀
を
も
つ
鐘
、
さ
ら
に
数
十
部
し
か
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
貴
重
な
石
刻
資
料
集
を
閲
覧
さ
せ
て

い
た
だ
き
、
さ
ら
に
大
茘
県
の
地
図
―
「
旅
遊
指
南
」
で
あ
っ
た
が
―
も
頂
戴
し
た
。
九
時
二
二
分
、
陳
氏
に
大
興
国
寺
址
を
ご
案
内
い
た
だ
く
た
め
、
バ
ス

に
戻
る
。
文
物
旅
游
局
を
出
て
西
に
進
ん
だ
が
、
道
す
が
ら
公
園
で
は
、
太
極
拳
で
体
を
温
め
る
老
人
の
姿
が
み
ら
れ
た
。
九
時
二
六
分
、
文
殊
新
塔
に
到
着

す
る
。
寺
址
は
現
存
し
て
お
ら
ず
、
文
殊
新
塔
も
一
九
八
〇
年
代
に
修
復
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
戦
災
に
よ
っ
て
損
壊
し
て
い
る
が
、
下
層
部
に
は
古
い
石
積

み
が
残
っ
て
い
る
。
ま
た
前
日
に
み
た
金
龍
寺
塔
と
同
様
、
八
角
七
層
か
ら
な
っ
て
お
り
、
市
街
地
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
石

段
や
塔
の
外
壁
に
は
様
々
な
落
書
き
が
施
さ
れ
て
お
り
、
ま
る
で
メ
ッ
セ
ー
ジ
ボ
ー
ド
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
文
物
（
文
化
遺
産
）
へ
の
落
書
き
は

北
京
な
ど
で
も
横
行
し
て
い
る
と
い
い
、
文
物
破
壊
が
深
刻
化
し
て
い
る
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。

　
　
　
　
（
二
）
同
州
故
城
跡

　

朝
邑
県
の
某
店
（
前
述
）
で
の
食
後
、
円
仁
は
同
州
の
靡
化
坊
の
天
王
院
に
到
り
、
そ
こ
で
宿
泊
す
る
（
八
月
十
五
日
条
）。
文
物
図
に
は
現
在
の
大
茘
県

市
街
地
に
、
唐
代
の
遺
址
と
し
て
「
同
州
故
城
」
を
確
認
で
き
る
。
た
だ
、
靡
化
坊
は
城
内
の
坊
名
を
思
わ
れ
る
が
、
他
の
史
料
に
み
え
ず
、
遺
称
地
名
等
も
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確
認
で
き
な
い
。
天
王
院
に
つ
い
て
も
、「
行
記
」
に
は
宝
鼎
県
天
王
院
や
故
市
店
天
王
院
（
後
述
）
が
み
え
る
が
、
い
ず
れ
も
現
在
地
を
比
定
し
難
い
。
ひ

と
ま
ず
城
域
を
確
認
す
る
た
め
、
遺
称
地
名
を
探
し
回
っ
た
。
県
中
心
部
に
は
「
城
関
」
と
城
に
関
わ
る
地
名
が
遺
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
遺
称

地
名
に
よ
っ
て
四
至
の
把
握
を
試
み
て
い
る
。

　

城
域
に
つ
い
て
陳
氏
に
問
う
と
、
引
き
続
き
案
内
し
て
く
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
九
時
四
四
分
、
同
州
故
城
の
南
門
跡
に
向
か
う
。
立
ち
並
ぶ
店
の
な
か
に

古
い
門
（
創
建
年
代
は
不
詳
）
が
遺
っ
て
い
た
。
ま
た
そ
の
門
が
跨
ぐ
道
は
「
南
関
路
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
い
う
。
次
い
で
一
〇
時
八
分
、
城
壁
が
遺
っ
て

い
る
と
い
う
場
所
に
案
内
し
て
も
ら
う
た
め
、
南
環
路
を
東
に
向
か
っ
て
進
ん
だ
。
そ
の
と
き
、
薛
氏
の
携
帯
電
話
に
宿
舎
よ
り
電
話
が
か
か
っ
た
。
大
茘
県

公
安
局
が
我
々
の
宿
泊
目
的
を
宿
舎
に
問
い
質
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
不
穏
な
雰
囲
気
に
な
り
つ
つ
も
、
刀
削
麺
店
が
軒
を
連
ね
る
東
大
街
を
進
み
、

「
東
関
派
出
所
」（
警
務
室
）
前
に
到
着
し
た
。「
東
関
」
推
定
地
で
あ
る
。
ほ
ど
な
く
こ
の
地
域
の
住
民
組
織
（
日
本
で
い
う
町
内
会
か
）、
東
大
社
区
居
民

委
員
会
の
女
性
、
楊
春
霞
氏
に
話
を
聞
く
こ
と
が
で
き
、
城
壁
跡
に
誘
導
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
れ
は
南
関
か
ら
ほ
ぼ
真
東
に
進
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
り
、
城
の
東

南
に
位
置
す
る
。
さ
ら
に
楊
氏
の
情
報
で
は
、
か
つ
て
東
南
門
が
構
え
ら
れ
、
東
西
に
道
路
が
走
っ
て
い
た
と
い
う
。

　

一
〇
時
三
四
分
、
陳
氏
を
お
送
り
す
る
た
め
に
文
物
旅
游
局
へ
向
か
っ
た
。
陳
氏
は
王
氏
を
と
も
な
っ
て
文
物
旅
游
局
に
戻
り
、
二
〇
〇
八
年
度
に
東
関
推

定
地
付
近
を
調
査
し
た
際
の
資
料
を
コ
ピ
ー
し
て
く
れ
た
。
礼
を
述
べ
て
陳
氏
と
別
れ
、
西
関
推
定
地
へ
と
向
か
う
。
西
大
街
を
西
に
進
み
、
地
図
上
で
は
「
西

関
村
」
と
あ
る
地
点
に
至
っ
た
。
一
一
時
七
分
、「
西
関
超
市
」（
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
や
「
西
関
医
院
」
等
の
写
真
を
撮
り
、
地
名
を
確
認
し
た
。

　

次
い
で
頂
戴
し
た
資
料
を
も
と
に
、
東
側
の
城
壁
を
探
す
こ
と
に
し
た
。
東
に
戻
っ
て
西
大
街
、
そ
し
て
東
大
街
を
抜
け
、
雲
棋
路
を
北
に
入
る
。
初
老
の

男
性
に
城
壁
の
有
無
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
体
育
路
に
存
在
し
た
と
の
情
報
を
得
る
。
男
性
に
導
か
れ
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
敷
地
内
に
入
れ
て
も
ら
う
も
、
整
備

工
事
で
撤
去
し
た
の
か
、
城
壁
ら
し
き
も
の
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
複
数
人
に
聞
き
込
み
を
試
み
る
と
、
も
う
一
つ
城
壁
が
あ
る
と
い
う
。
体
育
路

を
さ
ら
に
西
に
進
む
が
、
新
し
い
廟
が
建
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
こ
へ
は
体
育
路
を
西
に
進
ん
で
き
て
お
り
、
先
ほ
ど
確
認
し
た
東
南
隅
の
地
点
か
ら

直
線
上
に
位
置
し
な
い
。こ
れ
ら
の
地
点
を
東
関
に
比
定
す
る
の
は
不
適
切
で
あ
る
と
の
結
論
に
至
り
、東
関
推
定
地
の
確
認
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

　

一
二
時
、
市
街
地
へ
と
戻
り
、
大
衆
食
堂
「
関
中
老
碗
面
」
に
お
い
て
昼
食
を
と
っ
た
。
地
元
の
麺
料
理
で
体
を
温
め
、
午
後
の
調
査
に
乗
り
出
そ
う
と
し

た
が
、
一
旦
宿
舎
へ
と
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
薛
氏
に
連
絡
が
入
っ
た
件
で
、
大
茘
県
公
安
局
が
我
々
の
身
元
を
確
認
し
た
い
と
い
う
要
請
に
よ



138

る
た
め
で
あ
る
。
一
二
時
五
五
分
、
薛
氏
と
葛
氏
、
そ
し
て
王
氏
が
事
情
を
説
明
し
に
宿
舎
へ
と
入
り
、
我
々
は
恐
々
と
し
な
が
ら
バ
ス
で
待
機
す
る
。
し
ば

ら
く
し
て
三
氏
が
バ
ス
に
戻
る
。
ど
う
や
ら
、
こ
の
宿
舎
に
外
国
人
旅
行
者
が
宿
泊
す
る
の
は
初
め
て
の
こ
と
で
、
前
日
に
提
出
し
た
パ
ス
ポ
ー
ト
を
コ
ピ
ー

す
る
際
に
不
備
が
生
じ
て
い
た
と
い
う
。
ま
た
し
て
も
「
賓
館
で
は
な
い
」
と
、
不
満
の
声
が
あ
が
っ
た
。
幸
い
に
も
、
諜
報
の
嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
一
網
打

尽
、
な
ど
と
い
う
洒
落
に
な
ら
な
い
事
態
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
た
我
々
は
、
一
三
時
二
五
分
、
気
を
取
り
直
し
て
宿
舎
を
出
発
し
た
。

　
　
　
　
（
三
）
洛
河
渡
河
点

　

こ
こ
か
ら
は
「
行
記
」
八
月
十
六
日
条
の
行
程
を
辿
る
。
円
仁
は
同
州
靡
化
坊
天
王
院
か
ら
「
西
に
行
く
こ
と
十
里
（
約
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）」
で
洛
河
を
渡
っ

た
あ
と
、
さ
ら
に
「
西
に
行
く
こ
と
十
里
」
で
馮
翊
県
安
遠
村
の
王
明
店
に
至
り
、
降
雨
の
た
め
村
院
で
宿
泊
し
て
い
る
（
八
月
十
六
日
条
）。
洛
河
は
オ
ル

ド
ス
（
内
モ
ン
ゴ
ル
自
治
区
）
南
辺
の
定
辺
県
付
近
よ
り
発
し
、
南
流
し
て
甘
泉
・
酈
・
中
部
・
澄
城
の
諸
県
を
経
て
大
茘
県
に
西
南
に
至
る
。
現
在
は
大
茘

県
か
ら
東
流
し
、
朝
邑
鎮
の
南
方
を
流
れ
て
黄
河
に
注
ぐ
が
、
か
つ
て
は
渭
河
に
注
い
で
い
た
。『
陝
西
通
志
続
通
志
』
同
州
疆
城
図
に
は
洛
河
上
に
複
数
の

船
が
描
か
れ
て
お
り
、「
〇
〇
渡
」
と
あ
っ
て
渡
し
場
の
存
在
が
推
定
で
き
る
。
円
仁
も
、
こ
れ
ら
の
渡
し
場
を
用
い
て
洛
河
を
渡
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

円
仁
の
洛
河
渡
河
点
に
つ
い
て
は
、
洛
河
の
河
道
変
更
等
も
あ
り
、
現
在
地
を
比
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
ず
大
茘
県
市
街
地
か
ら
洛
河
へ
と
続
く

道
路
を
確
認
す
る
た
め
、
国
道
一
〇
八
号
線
を
西
南
に
向
か
っ
て
直
進
す
る
。
南
七
村
、
谷
多
村
を
経
、
一
四
時
二
八
分
、
洛
河
を
越
え
て
羌
白
鎮
の
新
橋
堡

に
入
る
。
円
仁
の
渡
河
点
に
関
す
る
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
、
東
北
に
接
す
る
新
橋
村
方
面
へ
と
歩
く
。
す
る
と
、
耕
作
地
の
な
か
に
整
っ
た
窪
地
を
発
見
し

た
（
写
真
４
）。
直
線
的
な
形
態
で
あ
り
、
そ
の
壁
に
は
古
い
煉
瓦
積
み
（
写
真
５
）
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
道
路
遺
構
で
は
な
い
か
と
ざ
わ
め
く
。
す
る
と
笹

生
氏
が
、
こ
の
一
帯
の
衛
星
画
像
を
確
認
し
よ
う
と
提
案
し
た
。
闇
雲
に
歩
く
よ
り
も
、
効
率
的
に
窪
地
が
ど
こ
ま
で
伸
び
て
い
る
の
か
把
握
で
き
る
だ
け
で

な
く
、
地
図
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
微
細
な
道
路
や
地
割
が
写
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
手
法
は
本
研
究
会
の
調
査
で
は
は
じ
め
て
の

試
み
で
あ
り
、
笹
生
氏
の
経
験
に
も
と
づ
く
知
見
と
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
提
供
さ
れ
る
情
報
の
進
展
に
驚
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
早
速Google Earth

で
新

橋
村
を
含
む
羌
白
鎮
周
辺
の
画
像
を
み
る
と
、
村
の
東
北
隅
か
ら
西
南
方
向
へ
走
る
線
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
線
こ
そ
、
我
々
が
立
っ
て
い
た
窪
地
で
あ
る
。

さ
ら
に
我
々
を
興
奮
さ
せ
た
の
は
、
東
北
で
途
切
れ
て
い
る
線
を
延
ば
せ
ば
洛
河
に
到
達
し
、
さ
ら
に
線
は
南
西
に
延
び
て
お
り
、
そ
れ
を
辿
る
と
次
の
調
査
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地
で
あ
る
「
王
明
店
」
遺
称
地
（
後
述
）
へ
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
写
真
６
）。
聞
き
込
み
の

た
め
に
窪
地
を
辿
り
続
け
る
と
、
羊
九
匹
―
犬
が
一
匹
混
在
―
を
率
い
た
男
性
に
出
会
っ
た
。
年
賀
状
に
使

え
る
と
羊
を
撮
影
し
つ
つ
、
窪
地
の
用
途
を
問
う
と
、
か
つ
て
は
道
路
で
あ
り
、
北
進
す
る
と
大
茘
県
市
街

地
に
、
南
進
す
る
と
西
安
市
に
至
る
と
教
え
て
く
れ
た
。
現
在
の
主
要
道
路
は
我
々
が
通
っ
た
、
こ
の
北
を

走
る
国
道
一
〇
八
号
線
で
あ
る
が
、
一
昔
前
ま
で
は
こ
の
窪
地
（
道
路
跡
）
に
よ
っ
て
大
茘
県
と
西
安
市
が

結
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
円
仁
は
同
州
靡
化
坊
天
王
院
を
発
ち
、
西
南
（「
行
記
」
で
は
「
西
行
」

と
記
載
）
に
進
ん
で
洛
河
を
渡
り
、
こ
の
道
路
を
通
っ
て
「
安
遠
村
の
王
明
店
」
へ
向
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。「
王
明
店
」遺
称
地
か
ら
遺
構
を
辿
っ
て
洛
河
に
到
達
す
る
ま
で
の
距
離
は
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
。

「
行
記
」
が
記
す
洛
河
―
王
明
店
の
間
は
「
西
に
行
く
こ
と
十
里
」（
約
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
と
あ
り
、
概

ね
対
応
す
る
と
の
結
論
で
一
致
し
た
。

　
　
　
　
（
四
）
安
遠
邑
王
明
店

　

興
奮
が
冷
め
や
ら
ぬ
ま
ま
バ
ス
へ
と
戻
り
、
一
五
時
四
〇
分
に
「
王
明
店
」
遺
称
地
へ
と
向
か
っ
た
。「
王

明
店
」
が
属
す
る
安
遠
村
の
現
在
地
は
不
詳
で
あ
る
が
、
小
野
氏
は
「
同
州
と
蕃
駅
（
藩
駅
鎮
）
を
結
ぶ
道

路
上
に
王
庄
と
い
う
地
名
が
あ
り
、
里
数
お
よ
び
名
称
に
お
い
て
王
明
店
と
関
係
の
あ
る
を
推
さ
し
め
る
」

と
す
る
。
現
在
、
小
野
氏
の
い
う
「
王
庄
」
な
る
地
名
は
確
認
で
き
な
い
が
、
新
橋
堡
の
南
西
に
「
王
店
」

と
い
う
地
名
が
み
え
る
。
大
茘
県
か
ら
西
南
に
約
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
し
、「
行
記
」
が
記
す
同
州

靡
化
坊
天
王
院
―
洛
河
―
馮
翊
県
安
遠
邑
王
明
店
の
間
二
〇
里
と
対
応
す
る
。

　

一
五
時
五
六
分
、
地
図
上
で
「
王
店
」
と
さ
れ
る
地
（
南
庄
村
北
辺
）
に
到
着
す
る
も
、
地
名
を
明
記
し

た
看
板
や
標
識
の
類
は
な
く
、
廃
墟
と
化
し
て
い
た
。
村
人
へ
の
聞
き
込
み
も
か
な
わ
ず
、
次
の
調
査
地
へ

写真４（右）　新橋堡で発見した窪地（笹生衛氏撮影）
写真５（左）　窪地の壁面（佐藤長門氏撮影）
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と
向
か
う
こ
と
に
し
た
。
新
橋
村
か
ら
伸
び
る
道
路
遺
構
を
発
見
し
、

幸
い
に
も
並
行
し
て
走
る
小
道
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
を
利
用
し
て
西

に
進
む
。

　
　
　
　
（
五
）
蕃
駅
店

　

こ
こ
か
ら
は
八
月
十
七
日
条
の
行
程
を
辿
る
。円
仁
は
村
院
か
ら「
西

に
行
く
こ
と
十
五
里
（
約
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）」
で
蕃
駅
店
に
至
り
、

高
家
に
て
食
事
を
と
っ
た
の
ち
、「
西
に
行
く
こ
と
卌
里
」
で
故
市
店

に
到
り
、
天
王
院
で
宿
泊
し
て
い
る
。
小
野
氏
は
、
大
茘
県
の
西
南

三
〇
里
余
に
「
藩
駅
鎮
」
が
あ
り
、『
大
清
一
統
誌
』
に
よ
れ
ば
大
茘

県
か
ら
西
方
三
〇
里
に
あ
る
と
さ
れ
、「
行
記
」
は
西
方
三
五
里
（
同

州
靡
化
坊
天
王
院
―
洛
河
間
の
一
〇
里
＋
洛
河
―
王
明
店
間
の
一
〇

里
、
村
院
―
蕃
駅
店
間
の
一
五
里
）
と
す
る
も
同
一
地
点
と
み
な
し
て

い
る
。
小
野
氏
の
い
う
「
藩
駅
鎮
」
は
確
認
で
き
な
い
が
、「
バ
ン
」

の
音
を
含
む
地
名
と
し
て
北
藩
駅
お
よ
び
南
藩
村
が
現
存
す
る
。
い
ず

れ
も
前
述
の
王
店
か
ら
の
距
離
は
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
強
、
こ
の
近
辺
に

蕃
駅
店
を
比
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
の
も
と
、
王
店
か
ら

北
藩
駅
お
よ
び
南
藩
村
へ
と
向
か
っ
た
。
一
六
時
二
〇
分
、
八
魚
郷
に

到
着
し
、
清
代
の
石
墓
群
を
眺
め
る
。
バ
ス
に
戻
り
、
再
び
西
南
に
進

む
。
途
中
、
道
路
遺
構
は
北
王
閣
付
近
で
分
岐
し
、
一
方
は
北
藩
駅
へ
、

写真６　新橋堡周辺
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も
う
一
方
は
南
藩
村
へ
と
延
び
て
い
た
。
ま
ず
北
藩
駅
を
訪
ね
る
も
、
地
名
を
示
し
た
看
板
が
見
当
た
ら
な
か
っ
た
た
め
通
過
し
た
。
次
い
で
南
藩
村
に
到
着

す
る
。
一
六
時
四
五
分
、
村
人
に
地
名
を
尋
ね
、
こ
こ
が
南
藩
村
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
北
藩
駅
で
は
婚
儀
、
南
藩
村
で
は
葬

儀
を
執
り
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
村
の
東
端
で
バ
ス
を
停
め
、
道
路
遺
構
を
探
し
た
。Google Earth

に
依
拠
し
て
推
定
位
置
ま

で
歩
く
と
、
畑
に
埋
も
れ
る
よ
う
な
か
た
ち
で
遺
構
を
確
認
し
た
。
た
だ
目
視
お
よ
び
空
中
写
真
で
遺
構
と
判
別
で
き
る
の
は
そ
の
地
点
ま
で
で
、
そ
の
先
は

耕
作
地
で
潰
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
円
仁
が
蕃
駅
店
の
次
に
立
ち
寄
っ
た
故
市
店
へ
と
通
じ
る
道
は
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
こ
の
日
の
調
査

を
終
了
し
た
。

　

一
七
時
五
三
分
に
南
藩
村
を
あ
と
に
し
、
三
〇
分
程
度
で
宿
舎
に
到
着
し
た
。
夕
食
は
前
日
と
同
様
、
宿
舎
の
別
館
で
と
る
こ
と
に
し
た
の
だ
が
、
よ
く
み

る
と
そ
の
部
屋
番
号
に
は
「
国
賓
」
と
冠
さ
れ
て
い
た
。
昼
間
の
出
来
事
を
思
い
返
す
と
、
少
々
複
雑
な
気
分
に
な
る
。
食
事
中
は
調
査
の
成
果
、
殊
に
道
路

遺
構
に
関
す
る
話
題
で
持
ち
き
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
二
〇
時
三
〇
分
か
ら
翌
日
の
打
ち
合
わ
せ
を
お
こ
な
い
、
就
寝
し
た
。

　
　
　

第
四
日
目
　
十
二
月
二
十
七
日
（
土
）　
渭
南
市
臨
渭
区
故
市
鎮
・
官
底
鎮
、
西
安
市
閻
良
区
関
山
鎮

　

前
日
の
続
き
で
、
ま
ず
蕃
駅
店
高
家
で
の
食
事
後
に
円
仁
が
向
か
っ
た
故
市
店
天
王
院
に
関
す
る
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
故
市
店
は
現
在
の
渭
南
市
臨
渭
区

故
市
鎮
が
そ
の
遺
称
地
名
と
推
定
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
大
茘
県
と
故
市
鎮
と
の
間
は
国
道
一
〇
八
号
線
で
結
ば
れ
て
お
り
、
現
在
も
主
要
な
交
通
路
で
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
こ
の
ル
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
本
研
究
会
の
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
で
疑
義
が
示
さ
れ
て
い
た
。
八
月
十
七
日
か
ら
十
八
日
、
そ
し

て
十
九
日
条
の
行
程
が
、
遺
称
地
名
か
ら
は
理
解
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
三
日
間
の
行
程
を
、「
行
記
」
は
次
の
よ
う
に
記
載
し
て
い
る
。

　
　

十
七
日
。
雨
止
む
。
西
に
行
く
こ
と
十
五
里
。
蕃
駅
店
に
到
り
、
高
家
に
て
断
中
す
。
西
に
行
く
こ
と
卌
里
、
故
市
店
に
到
り
、
天
王
院
に
入
り
て
宿
す
。

　
　

�

十
八
日
。
遅
く
発
つ
。
西
に
行
く
こ
と
廿
五
里
。
永
安
店
に
到
り
て
断
中
す
。
斎
の
後
、
西
に
行
く
こ
と
卅
五
里
。
新
店
に
到
る
。
卅
来
の
家
を
経
て
、

宿
処
を
覓
め
る
も
得
ず
。
強
い
て
趙
家
に
入
り
て
宿
す
。

　
　

十
九
日
。
南
に
行
く
こ
と
卅
里
。
京
兆
府
界
の
櫟
陽
県
に
到
り
て
断
中
す
。（
後
略
）



142

　

十
八
日
条
の
永
安
店
お
よ
び
新
店
に
つ
い
て
は
遺
称
地
名
を
確
認
で
き
ず
、
史
料
上
に
も
関
連
記
事
を
み
い
だ
せ
な
い
た
め
、
ひ
と
ま
ず
蕃
駅
店
か
ら
櫟
陽

県
へ
の
移
動
に
注
目
す
る
。
現
在
の
故
市
鎮
か
ら
櫟
陽
県
比
定
地
で
あ
る
西
安
市
臨
潼
区
櫟
陽
鎮
ま
で
は
ほ
ぼ
真
西
に
進
む
が
、「
行
記
」
で
は
こ
の
間
の
移

動
を
「
南
に
行
く
こ
と
卅
里
」
と
し
て
お
り
、
方
向
に
疑
問
が
残
る
。
移
動
距
離
に
し
て
も
、
現
在
の
故
市
鎮
―
櫟
陽
県
間
の
距
離
よ
り
も
「
行
記
」
が
記
す

距
離
の
ほ
う
が
長
い
。
小
野
氏
は
、
現
在
の
故
市
鎮
―
官
底
鎮
―
康
橋
鎮
―
櫟
陽
県
と
北
に
膨
ら
む
ル
ー
ト
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
官
底
鎮
は
故
市
鎮

の
西
北
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
れ
を
「
行
記
」
が
述
べ
る
「
西
に
行
く
こ
と
廿
五
里
」
と
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
文
物
図
で
は
、
現
在
の
故
市
鎮
に
遺
る
文

物
は
明
お
よ
び
清
代
の
も
の
で
あ
り
、
比
較
的
新
し
い
街
な
の
で
は
な
い
か
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。
か
つ
て
故
市
鎮
が
現
在
よ
り
も
北
に
所
在
し
た
と
す
れ

ば
、
ル
ー
ト
の
問
題
を
幾
分
か
は
理
解
し
や
す
く
な
る
と
の
目
算
か
ら
、
ま
ず
は
現
在
の
故
市
鎮
で
聞
き
込
み
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
に
し
た
。

　
　
　
　
（
一
）
渭
南
市
臨
渭
区
故
市
鎮

　

こ
の
日
も
天
候
に
恵
ま
れ
、
八
時
三
五
分
に
宿
舎
を
出
発
し
た
。
前
日
に
通
っ
た
国
道
一
〇
八
号
線
を
進
み
、
九
時
二
一
分
、
大
茘
県
と
臨
渭
区
の
境
に
あ

た
る
来
化
村
を
通
過
す
る
際
に
九
重
の
楼
閣
式
の
塔
が
目
に
入
っ
た
。
立
ち
寄
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
「
全
国
重
点
文
物
保
護
単
位
」
と
な
っ
て
い
る
慶
安
寺

塔
（
鎮
風
宝
塔
）
で
あ
っ
た
。
高
さ
は
約
三
〇
メ
ー
ト
ル
、
塔
の
創
建
年
代
は
不
詳
で
あ
る
が
、
明
の
嘉
靖
三
十
四
年
（
一
五
五
六
）
に
地
震
で
倒
壊
し
、
同

三
十
七
年
に
再
建
さ
れ
、
そ
れ
が
現
存
し
て
い
る
と
い
う
。
我
々
の
目
に
す
ぐ
留
ま
っ
た
よ
う
に
、
前
近
代
に
お
い
て
も
交
通
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

九
時
四
五
分
、
バ
ス
に
乗
り
込
み
故
市
鎮
へ
向
か
う
。
国
道
一
〇
八
線
と
省
道
二
〇
一
号
線
と
が
交
わ
る
場
所
に
故
市
鎮
は
あ
り
、
一
〇
時
五
分
に
到
着
し

た
。
看
板
の
地
名
表
記
は
「
故
市
」
と
「
固
市
」
が
混
在
し
て
い
た
。
そ
の
理
由
を
地
元
の
方
々
に
問
う
も
不
明
で
あ
っ
た
が
、
か
つ
て
故
市
鎮
は
現
在
よ
り

も
北
側
に
位
置
し
て
い
た
と
、
故
市
鎮
の
移
転
に
関
す
る
情
報
を
得
ら
れ
た
。
北
西
方
向
に
移
動
し
、
故
市
村
（
旧
故
市
鎮
推
定
地
）
で
聞
き
込
み
を
再
開
す

る
。
道
す
が
ら
出
会
っ
た
威
勢
の
い
い
古
老
・
田
紀
堂
氏
に
古
い
建
造
物
の
所
在
を
問
う
と
、
渭
南
市
固
市
中
学
校
付
近
に
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
さ

ら
に
田
氏
は
故
市
鎮
の
歴
史
に
関
す
る
書
籍
を
執
筆
し
た
方
で
、「
故
（
固
）
市
」
の
地
名
は
漢
の
武
帝
の
時
代
よ
り
存
在
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
、
著
書
『
故

市
村
村
志
』
を
二
冊
も
譲
渡
し
て
く
れ
た
。
ま
た
話
題
が
円
仁
に
及
ぶ
と
驚
い
た
よ
う
に
声
を
あ
げ
、
自
宅
に
資
料
を
取
り
に
行
っ
て
く
れ
た
が
、
残
念
な
が
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ら
、
そ
の
場
で
は
み
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
古
い
石
碑
や
鐘
楼
、
関
帝
廟
は
存
在
し
た
が
、
既
に
破
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
唯
一
遺
存
す
る
渭
陽
楼
を
案

内
し
て
い
た
だ
い
た
。
渭
陽
楼
は
渭
南
市
立
固
市
中
学
校
の
敷
地
内
に
あ
り
、
田
氏
の
口
添
え
が
な
け
れ
ば
入
る
こ
と
は
か
な
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
渭
陽
と

は
「
渭
河
の
陽
（
北
）」
に
所
在
し
た
こ
と
に
由
来
し
、
唐
の
鄭
谷
が
「
渭
陽
樓
閒
望
」
と
い
う
詩
を
残
し
て
い
る
と
い
う
。
次
い
で
一
〇
時
四
五
分
、
民
国

時
代
の
旧
固
市
県
役
所
を
見
学
し
た
。
清
代
の
石
像
が
点
在
し
て
お
り
、
そ
れ
を
近
所
に
住
む
主
婦
が
洗
濯
物
を
干
す
紐
を
括
り
付
け
る
の
に
活
用
す
る
と
い

う
、
驚
き
の
光
景
を
目
に
し
た
。

　
　
　
　
（
二
）
慧
照
寺

　

一
一
時
、
田
氏
と
別
れ
た
後
、
省
道
二
〇
一
号
線
を
北
上
す
る
。
藺
（
吝
）
店
鎮
で
西
に
折
れ
て
省
道
三
一
四
号
線
を
進
み
、
永
楽
村
を
通
過
し
、
下
邽
鎮

に
至
る
。
そ
こ
で
は
「
省
級
重
点
文
物
保
護
单
位
」
と
な
っ
て
い
る
慧
照
寺
の
塔
を
見
学
し
た
。
慧
照
寺
の
創
建
は
晋
代
で
あ
り
、
現
存
す
る
方
形
九
層
に
し

て
楼
閣
式
の
塔
は
当
初
唐
代
に
着
工
す
る
も
未
完
成
で
、竣
工
し
た
の
は
北
宋
の
咸
平
二
年（
九
九
九
）で
あ
っ
た
。そ
れ
が
明
の
嘉
靖
三
十
四
年（
一
五
五
六
）

に
こ
の
一
帯
を
襲
っ
た
地
震
で
倒
壊
し
、
万
暦
九
年
（
一
五
八
一
）
に
再
建
し
た
と
い
う
。
塔
は
東
北
方
向
に
傾
き
、
煉
瓦
が
落
下
す
る
危
険
も
あ
る
た
め
、

普
段
は
閉
鎖
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
隣
接
す
る
事
務
所
の
女
性
に
事
情
を
話
し
、
同
行
し
て
も
ら
っ
て
見
学
し
た
。
塔
の
前
方
に
あ
る
銅
仏
殿
は
補
修
工
事
用

の
足
組
み
で
覆
わ
れ
て
い
た
が
、
作
業
が
進
ん
で
い
る
気
配
は
な
い
。
あ
と
で
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
塔
や
銅
仏
殿
を
含
む
寺
院
全
体
を
復
元
整
備
し
、
地

域
お
こ
し
に
役
立
て
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
計
画
が
頓
挫
し
た
ら
し
い
。
慧
照
大
道
（
予
定
地
）
は
シ
ャ
ッ
タ
ー
商
店
街
と
化
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
食
堂
を

探
す
の
も
一
苦
労
で
あ
っ
た
。
薛
氏
に
よ
る
と
こ
の
地
域
の
名
物
は
羊
肉
の
ス
ー
プ
で
、
実
際
に
「
羊
肉
」
と
い
う
看
板
を
掲
げ
た
店
が
軒
を
連
ね
て
い
た
が
、

参
加
者
の
好
み
が
分
か
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
一
二
時
四
五
分
、
路
面
で
製
麺
し
て
い
る
簡
素
な
店
で
昼
食
を
と
っ
た
。
中
華
そ
ば
（
風
）
の
麺
は
南
瓜
の
よ
う

に
黄
色
味
が
濃
く
、
ス
ー
プ
は
香
辛
料
を
大
量
に
放
り
込
ん
だ
よ
う
な
赤
さ
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
我
々
を
驚
か
せ
た
の
が
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
製
の
容

器
に
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
か
ぶ
せ
、
そ
の
状
態
で
麺
と
ス
ー
プ
が
注
が
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
経
済
的
か
つ
衛
生
的
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
昼
食
を
済
ま
せ
、

小
野
氏
が
円
仁
の
通
過
点
と
み
て
い
る
官
底
鎮
へ
と
向
か
っ
た
。
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（
三
）
渭
南
市
臨
渭
区
官
底
鎮
、
西
安
市
閻
良
区
関
山
鎮

　
「
行
記
」
に
よ
る
と
、
円
仁
は
故
市
店
天
王
院
か
ら
「
西
に
行
く
こ
と
廿
五
里
（
約
一
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）」
で
永
安
店
に
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
西
に
行
く

こ
と
卅
五
里
（
約
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）」
で
新
店
に
至
り
、
そ
の
後
は
「
南
に
行
く
こ
と
三
十
里
」
で
櫟
陽
県
に
至
る
。
小
野
氏
は
、
同
州
靡
化
坊
天
王
院

か
ら
櫟
陽
県
へ
の
距
離
は
西
行
六
〇
里
、
南
行
三
〇
里
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
間
は
直
線
的
な
行
路
を
採
ら
ず
、
同
州
か
ら
三
原
県
（
西
安
市
の
北
、
咸
陽

市
に
属
す
）
に
向
か
う
大
路
（
現
在
の
省
道
一
〇
八
号
線
に
該
当
す
る
か
）
を
用
い
、
そ
の
途
中
か
ら
南
下
し
て
櫟
陽
県
に
到
っ
た
と
す
る
。
そ
し
て
故
市
鎮

―
（
西
行
）
―
官
底
鎮
―
（
西
行
）
―
関
山
―
（
西
行
）
―
康
橋
鎮
―
（
西
南
行
）
―
櫟
陽
県
と
い
う
ル
ー
ト
案
を
提
示
し
、
永
安
店
を
官
底
鎮
に
、
新
店
を

康
橋
鎮
（
現
在
の
康
橋
村
）
に
比
定
し
て
い
る
。

　

下
邽
鎮
か
ら
官
底
鎮
へ
と
西
に
進
み
、
官
底
鎮
人
民
政
府
（
役
所
）
の
前
で
地
名
を
確
認
す
る
。
聞
き
込
み
が
で
き
る
様
子
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
関
山
鎮

へ
向
か
う
こ
と
に
し
た
。
一
三
時
四
〇
分
に
付
馬
幼
稚
園
の
前
に
着
く
。「
付
」
は
「
傅
」
と
音
通
し
、
さ
ら
に
「
傅
」
は
「
傳
（
伝
）」
と
誤
記
さ
れ
や
す
い

こ
と
か
ら
、
伝
馬
、
す
な
わ
ち
駅
路
や
駅
家
と
の
関
連
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
近
隣
の
住
民
に
聞
き
込
み
を
す
る
も
、「
傳
馬
」
が
「
傅
馬
」
に
転
化
し

た
と
の
情
報
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
以
前
は
副
馬
を
意
味
す
る
「
駙
」
が
用
い
ら
れ
、
現
在
は
偏
を
省
略
し
て
「
付
」
を
用
い
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
。

　

一
四
時
四
分
、
渭
南
市
か
ら
西
安
市
へ
と
移
り
、
関
山
鎮
に
到
着
す
る
。
人
通
り
の
多
い
関
山
民
俗
商
店
街
で
聞
き
込
み
を
お
こ
な
う
と
、
か
つ
て
故
市
鎮

と
関
山
鎮
を
結
ん
だ
道
路
の
存
在
を
知
る
人
と
、
知
ら
な
い
人
と
で
分
か
れ
た
。
ま
た
故
市
鎮
と
そ
の
西
に
位
置
す
る
田
市
鎮
と
を
結
ぶ
道
路
は
存
在
し
た
と

い
い
、
円
仁
は
現
在
の
故
市
鎮
―
田
市
鎮
―
関
山
鎮
と
を
移
動
し
た
が
、
田
市
鎮
か
ら
の
北
上
ル
ー
ト
は
記
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
が
立
て

ら
れ
た
。
聞
き
込
み
を
続
け
る
と
、
商
店
街
は
新
開
地
で
あ
り
、
古
く
か
ら
存
在
す
る
関
劉
の
住
民
に
話
を
聞
く
と
よ
い
と
の
助
言
を
得
た
。
一
四
時
二
四
分
、

手
が
か
り
を
求
め
て
関
劉
に
移
動
す
る
。
こ
ち
ら
で
も
故
市
鎮
か
ら
伸
び
る
道
路
に
関
し
て
情
報
収
集
を
試
み
た
と
こ
ろ
、
あ
る
老
人
か
ら
、
官
劉
村
一
帯
は

か
つ
て
永
富
鎮
と
い
い
、
狭
い
土
の
道
が
存
在
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
人
や
木
製
の
車
輪
が
付
属
し
た
牛
車
が
通
る
の
に
用
い
た
こ
と
、
そ
し
て
一
九
五
〇
年
代

ま
で
存
在
し
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。土
道
が
通
っ
て
い
た
場
所
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
と
、現
在
整
備
さ
れ
た
道
路
を
東
西
に
横
断
す
る
か
た
ち
で
、

わ
ず
か
に
痕
跡
が
残
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
詳
し
く
話
を
聞
く
と
、
東
は
午
前
中
に
見
学
し
た
慧
照
寺
の
あ
る
下
邽
鎮
、
そ
し
て
故
市
鎮
に
至
る
と
い
い
、
田
市

鎮
を
経
由
せ
ず
に
延
び
る
道
で
あ
る
と
い
う
。
現
道
路
を
挟
ん
で
反
対
側
の
窪
地
は
西
南
方
向
に
延
び
、
櫟
陽
鎮
に
至
る
と
も
教
え
て
く
れ
た
。
前
者
は
直
線
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的
な
畦
道
と
し
て
遺
っ
て
い
る
（
写
真
７
）
が
、
後
者
は
ゴ
ミ
捨
て
場
と
化
し
て
い
た
（
写
真
８
）。
下
邽

鎮
を
経
て
直
線
的
に
「
故
市
鎮
」
に
至
る
と
す
れ
ば
、
や
は
り
「
故
市
鎮
」
は
現
在
の
位
置
よ
り
も
北
側
に

所
在
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
　
　
　
（
四
）
西
安
市
閻
良
区
櫟
陽
鎮

　

円
仁
が
通
っ
た
と
思
し
き
新
旧
故
市
鎮
か
ら
西
へ
向
か
う
ル
ー
ト
を
確
認
し
、
次
は
小
野
氏
が
「
新
店
」

に
比
定
す
る
康
橋
村
に
向
か
う
。
一
五
時
一
七
分
、
そ
こ
で
地
名
と
、
櫟
陽
鎮
へ
と
つ
な
が
る
と
さ
れ
る
土

道
を
確
認
し
た
。
現
在
そ
の
道
は
拡
張
・
舗
装
さ
れ
て
い
る
。「
新
店
」
と
い
う
地
名
を
尋
ね
回
る
も
、
知

る
人
は
い
な
か
っ
た
。
た
だ
櫟
陽
鎮
ま
で
の
距
離
は
約
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
だ
と
い
い
、
そ
れ
は
「
行
記
」

の
記
載
（
南
行
卅
里
）
と
合
致
す
る
。
一
五
時
三
〇
分
、
石
川
河
を
越
え
て
南
下
す
る
。
二
〇
分
ほ
ど
バ
ス

を
走
ら
せ
、
邰
家
村
付
近
で
用
水
路
と
並
行
す
る
、
南
西
へ
と
延
び
る
斜
め
の
道
を
確
認
し
た
。
河
野
氏
に

よ
る
と
、
こ
の
道
は
櫟
陽
鎮
ま
で
延
び
る
と
い
う
。
ま
た
現
在
は
途
中
で
途
切
れ
て
い
る
が
、
康
橋
村
へ
と

つ
な
が
る
可
能
性
も
あ
る
ら
し
い
。

　

櫟
陽
鎮
は
、
円
仁
が
八
月
十
九
日
に
到
着
し
て
食
事
を
と
っ
た
「
櫟
陽
県
」
に
比
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
円

仁
は
時
の
皇
帝
・
文
宗
の
埋
葬
を
お
こ
な
っ
た
一
行
に
遭
遇
し
、
そ
の
様
子
を
「
県
の
南
に
お
い
て
山
陵
使

が
廻
り
て
京
城
に
入
る
を
見
た
り
。
こ
れ
開
成
天
子
を
葬
る
の
使
な
り
。
営
幕
の
軍
兵
の
陳
ら
び
列
な
る
こ

と
五
里
、
軍
兵
は
大
路
の
両
辺
に
あ
り
て
対
し
、
百
姓
人
馬
車
の
中
路
よ
り
過
ぎ
る
を
妨
げ
ず
」
と
記
録
し

て
い
る
。

　

一
六
時
一
一
分
、
櫟
陽
鎮
に
入
る
。
ち
ょ
う
ど
櫟
陽
鎮
の
看
板
が
み
え
た
頃
、
バ
ス
を
停
車
さ
せ
た
。

Google Earth

に
よ
る
と
、
櫟
陽
鎮
を
中
心
と
し
て
東
北
か
ら
南
西
へ
と
延
び
る
線
が
確
認
で
き
た
た
め
で

写真７（右）　故市鎮へと続く道路跡（佐藤長門氏撮影）
写真８（左）　櫟陽鎮へと続く道路跡（田中史生氏撮影）
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あ
る
。
現
在
の
道
路
よ
り
一
段
下
が
っ
た
と
こ
ろ
に
旧
道
路
お
よ
び
橋
が
遺
っ
て
お
り
、「
櫟
陽
古
橋
」
と
刻
ま
れ
た
碑
が
建
っ
て
い
た
。「
西
安
市
文
物
保
護

単
位
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
周
囲
は
石
炭
と
生
活
ゴ
ミ
が
散
乱
し
て
い
た
。
旧
道
路
は
直
に
接
続
し
て
い
な
い
も
の
の
、
先
に
邰
家
村
（
さ

ら
に
延
長
す
れ
ば
康
橋
村
）
付
近
で
確
認
し
た
道
路
の
方
向
に
延
び
て
い
る
。
ま
た
地
図
上
で
南
西
に
辿
る
と
、
櫟
陽
鎮
内
の
櫟
陽
村
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
康
橋
村
と
櫟
陽
鎮
、
両
地
点
を
結
ぶ
斜
め
の
道
を
確
認
し
た
こ
と
に
な
り
、
小
野
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
新
店
」
を
康
橋
村
付
近
に
比
定
し
得
る

蓋
然
性
が
高
く
な
っ
た
。

　

本
研
究
会
に
よ
る
二
〇
〇
八
年
度
の
調
査
で
、
櫟
陽
中
心
小
学
の
敷
地
内
に
あ
る
「
櫟
陽
縣
修
学
碑
」
を
実
見
し
、
そ
の
碑
文
の
内
容
か
ら
現
在
の
櫟
陽
鎮

が
唐
代
の
櫟
陽
県
と
同
一
地
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る（

（1
（

。
調
査
地
点
を
接
続
さ
せ
る
た
め
、
櫟
陽
古
橋
か
ら
櫟
陽
中
心
小
学
へ
向
か
っ
た
。
一
六
時
三
八

分
、
小
学
校
に
到
着
し
た
が
、
門
が
閉
ま
っ
て
い
て
入
れ
な
か
っ
た
。
や
む
を
得
ず
地
名
の
確
認
だ
け
を
済
ま
せ
て
、「
三
家
店
」
推
定
地
へ
と
向
か
っ
た
。

　

円
仁
は
山
陵
使
に
遭
遇
し
た
あ
と
、「
橋
を
過
ぎ
て
南
に
行
く
こ
と
五
里
、
三
家
店
に
到
り
て
仏
殿
に
宿
」
し
て
い
る
（
十
九
日
条
）。「
橋
を
渡
」
る
、
す

な
わ
ち
渭
河
を
越
え
、
南
に
五
里
（
約
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
進
む
と
「
三
家
店
」
が
所
在
し
た
と
い
う
が
遺
称
地
名
は
み
え
ず
、
小
野
氏
も
「
道
程
か
ら
推
測

し
て
王
十
字
と
い
う
部
落
辺
に
当
る
だ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
る
。
当
初
調
査
の
予
定
に
は
入
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、『
外
邦
図
』
に
は
現
在
の
東
興

村
付
近
に
「
三
家
店
」
に
似
る
地
名
と
し
て
「
三
家
庄
」
が
み
え
て
お
り
、
手
が
か
り
を
求
め
て
訪
ね
て
み
よ
う
と
の
提
案
か
ら
、
櫟
陽
村
を
出
て
南
に
進
む
。

一
七
時
一
分
、
東
興
村
に
到
着
す
る
。
村
人
に
聞
き
込
み
を
お
こ
な
う
も
、「
三
家
庄
」
は
知
ら
な
い
と
い
う
。
た
だ
、
か
つ
て
存
在
し
た
と
い
う
「
山
西
庄
」

は
『
外
邦
図
』
に
「
西
庄
」
と
し
て
、
ま
た
東
興
村
の
西
側
に
位
置
す
る
郝
邢
村
は
「
郝
邢
家
」、
三
義
村
は
「
三
義
村
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
周
辺

の
地
名
は
遺
存
し
て
い
る
。
と
す
る
と
、『
外
邦
図
』
に
み
え
る
「
三
家
庄
」
は
東
興
村
に
比
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る（

（1
（

。
東
興
村
よ
り
隣
村
に
嫁
い
だ
方
が

情
報
を
有
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
冗
談
め
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
ま
ず
郝
邢
村
に
移
動
し
て
聞
き
込
み
を
お
こ
な
う
。
そ
こ
で
は
郝
は
村
の
西
側
の
居
住
者

の
姓
、
邢
は
東
側
の
居
住
者
の
姓
と
い
う
村
名
の
由
来
を
聞
く
こ
と
は
で
き
た
が
、「
三
家
庄
」
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
人
と
出
会
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

以
上
で
円
仁
が
長
安
に
至
る
ま
で
の
地
点
を
す
べ
て
踏
査
し
た
こ
と
に
な
り
、
巡
礼
ル
ー
ト
の
追
体
験
は
ひ
と
ま
ず
終
了
と
な
っ
た
。

　

車
高
制
限
に
つ
き
高
速
道
路
を
利
用
で
き
ず
、
宿
舎
「
光
明
大
酒
店
」
に
到
着
し
た
の
は
一
九
時
九
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
も
夕
食
は
宿
舎
の
レ
ス
ト
ラ
ン

で
と
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
後
、
調
査
の
成
果
や
確
認
で
き
な
か
っ
た
地
点
に
関
す
る
議
論
を
し
て
就
寝
し
た
。
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第
五
日
目
　
十
二
月
二
十
八
日
（
日
）

　

こ
の
日
は
西
安
碑
林
博
物
館
の
見
学
と
、
西
安
博
物
院
に
張
全
民
氏
を
表
敬
訪
問
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
八
時
三
五
分
、
バ
ス
に
荷
物
を
積
み
込

み
、
西
安
へ
向
け
て
出
発
し
た
。

　
　
　
　
（
一
）
碑
林
博
物
館

　

一
〇
時
七
分
、
灞
河
を
渡
っ
て
西
安
市
街
地
へ
と
入
る
。
一
〇
時
四
五
分
、
西
安
碑
林
博
物
館
に
到
着
す
る
。
閑
散
期
で
あ
っ
た
た
め
、
半
額
で
入
場
券
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
入
口
で
は
博
物
館
の
研
究
員
で
、
石
見
氏
が
指
導
し
た
留
学
生
の
ご
両
親
で
あ
る
王
建
岐
氏
・
劉
蓮
芳
氏
夫
妻
が
出
迎
え
て
く
れ

た
。
両
氏
に
ご
案
内
い
た
だ
き
、
館
内
へ
と
入
る
。

　

碑
林
博
物
館
は
、
石
碑
や
墓
碑
、
墓
誌
銘
、
金
石
文
、
石
彫
刻
な
ど
貴
重
な
文
物
を
多
く
収
蔵
し
、「
中
国
最
大
の
石
造
の
書
庫
」
と
称
さ
れ
る
。
唐
代
の

石
碑
を
収
蔵
す
る
た
め
、
北
宋
の
元
祐
二
年
（
一
〇
八
七
）
に
孔
子
廟
跡
に
設
立
さ
れ
た
「
西
安
碑
林
」
が
母
体
で
あ
り
、
一
九
九
四
年
に
孔
子
廟
跡
を
含
む

古
代
建
築
物
群
を
拡
充
し
て
西
安
碑
林
博
物
館
と
し
て
設
立
し
、
現
在
で
は
「
全
国
重
点
文
物
保
護
単
位
」
と
な
っ
て
い
る
。

　

屋
外
に
は
玄
宗
宸
筆
の
「
孝
経
」
石
碑
が
あ
り
、
四
つ
の
三
角
形
の
石
碑
を
組
ん
で
方
形
状
に
立
っ
て
い
た
。
第
一
室
に
は
、
円
仁
入
唐
直
前
の
開
成
二
年

（
八
三
七
）
に
作
成
さ
れ
た
、
孝
経･

論
語･

詩
経
な
ど
が
刻
ま
れ
た
「
開
成
石
経
」
が
陳
列
さ
れ
て
い
た
。「
開
成
石
経
」
は
合
わ
せ
て
一
一
四
石
、
二
二
八
面
、

の
べ
六
五
万
二
五
二
文
字
が
彫
ら
れ
て
い
た
。
膨
大
な
量
に
圧
倒
さ
れ
て
い
た
た
め
、
王
建
岐
氏
は
我
々
が
日
本
人
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
現
在
の
日
本
の
元

号
・
平
成
の
典
拠
と
な
っ
た
『
書
経
』（
尚
書
）
を
選
ん
で
解
説
し
て
く
れ
た
。
残
念
な
が
ら
筆
者
は
勉
強
不
足
で
、「
地
平
天
成
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
部
分
を

み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
次
い
で
第
二
室
で
は
、
古
代
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
古
碑
「
大
秦
景
教
流
行
中
国
碑
」
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
中
国
と
外
国

と
の
文
化
交
流
に
思
い
を
馳
せ
、
ま
た
会
昌
の
廃
仏
等
の
弾
圧
を
逃
れ
て
現
存
し
て
い
る
こ
と
の
貴
重
さ
を
痛
感
し
た
。
第
三
室
で
は
前
秦
の
建
元
三
年

（
三
六
七
）
の
年
紀
を
も
つ
碑
が
あ
っ
た
が
、
上
部
に
人
為
的
な
穿
孔
が
認
め
ら
れ
た
。
一
説
に
は
、
碑
に
穴
を
あ
け
、
そ
こ
に
棒
を
通
し
て
運
ん
で
い
た
と
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い
う
。
ま
た
西
安
市
で
下
水
道
の
工
事
中
に
発
見
さ
れ
た
「
司
馬
芳
残
碑
」（
上
半
部
の
み
）
は
、
民
家
の
階
段
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
驚
く
べ
き

逸
話
が
あ
る
そ
う
だ
。
第
四
室
で
は
宋
代
か
ら
清
代
の
石
碑
が
陳
列
さ
れ
て
お
り
、
採
拓
作
業
中
で
あ
っ
た
。
し
ば
ら
く
見
学
し
て
い
る
と
、
金
子
氏
・
石
見

氏
は
体
験
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
別
館
へ
と
移
動
し
て
石
棺
を
見
学
し
た
。
亀
形
の
蓋
な
ど
、
日
本
で
は
珍
し
い
形
状
の
石
棺
を
多
数
陳
列
し
て

お
り
、
そ
の
な
か
の
一
つ
に
は
「
開
者
即
死
」
と
、
物
騒
な
文
言
が
刻
ま
れ
て
い
た
。

　
　
　
　
（
二
）
西
安
博
物
院

　

王
建
岐
氏
・
劉
蓮
芳
氏
と
別
れ
た
あ
と
、
市
街
地
で
昼
食
を
と
る
。
一
四
時
、
西
安
博
物
院
に
到
着
す
る
。
受
付
で
一
人
ず
つ
パ
ス
ポ
ー
ト
を
提
示
す
る
と
、

無
料
で
入
場
券
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
受
付
の
女
性
は
一
〇
名
分
の
パ
ス
ポ
ー
ト
の
確
認
が
面
倒
と
ば
か
り
に
嫌
な
顔
を
し
た
も
の
の
、
薛
氏

の
説
得
に
よ
り
入
る
こ
と
が
で
き
た
。
薦
福
寺
お
よ
び
小
雁
塔
を
見
学
し
た
あ
と
、
張
全
民
氏
と
面
会
し
た
。
考
古
実
習
室
の
会
議
室
に
通
さ
れ
、
そ
こ
で
張

氏
よ
り
、
二
〇
一
四
年
の
西
安
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
。

　

会
談
は
一
六
時
一
〇
分
ま
で
続
き
、
活
発
に
意
見
交
換
が
な
さ
れ
た
。
我
々
は
一
旦
、
張
氏
と
分
か
れ
て
宿
舎
へ
と
向
か
っ
た
。
初
日
と
同
じ
、
古
都
新
世

界
大
酒
店
で
あ
る
。
こ
の
日
の
夜
は
、
張
氏
、
そ
し
て
拝
根
興
両
氏
を
囲
ん
だ
会
食
を
宿
舎
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
催
し
た
。
我
々
は
両
氏
に
本
調
査
の
成
果
を

説
明
し
、
両
氏
か
ら
は
現
地
研
究
者
の
関
心
の
所
在
や
研
究
動
向
の
教
示
が
あ
り
、
古
代
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
を
介
し
た
交
流
に
関
す
る
研
究
に
資
す
る

知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
先
日
と
同
様
、
歓
談
に
時
を
過
ご
し
て
親
睦
を
深
め
た
。

　
　
　

第
六
日
目
　
十
二
月
二
十
九
日
（
月
）

　

八
時
三
五
分
に
宿
舎
を
出
発
し
、
西
安
咸
陽
国
際
空
港
へ
向
か
っ
た
。
空
港
に
到
着
後
、
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
の
際
に
各
自
持
参
し
て
い
た
使
い
捨
て
カ
イ
ロ
を
、

数
日
遅
れ
て
帰
国
す
る
金
子
氏
に
譲
渡
し
た
。
西
安
咸
陽
国
際
空
港
の
チ
ェ
ッ
ク
は
厳
し
く
な
り
、
機
内
に
預
け
る
荷
物
に
も
カ
イ
ロ
は
入
れ
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
時
勢
に
よ
る
の
か
、
近
年
ま
す
ま
す
警
備
が
厳
重
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
調
査
に
同
行
い
た
だ
い
た
薛
・
周
両
氏
、
そ
し
て
金
子
氏
と
は
こ
こ
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で
別
れ
、
Ｍ
Ｕ
二
一
五
一
便
で
北
京
へ
向
か
っ
た
。
一
一
時
一
〇
分
に
離
陸
し
、
順
調
な
運
航
で
一
三
時
に
北
京
首
都
国
際
空
港
に
到
着
し
た
。
シ
ャ
ト
ル
バ

ス
を
利
用
し
て
手
荷
物
を
受
け
取
る
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
移
動
し
、
さ
ら
に
モ
ノ
レ
ー
ル
で
国
際
線
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
へ
と
向
か
う
。
往
路
の
よ
う
に
焦
る
こ
と
も
な

く
国
際
線
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
到
着
し
た
我
々
は
、
出
国
の
検
査
を
受
け
た
。
筆
者
が
並
ん
だ
列
は
女
性
客
が
多
く
、
目
の
前
の
女
性
は
ア
ク
セ
サ
リ
ー
類
を
外
さ

ず
に
検
査
を
受
け
た
た
め
、
機
械
が
反
応
し
続
け
て
い
た
。
す
る
と
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
列
を
み
か
ね
た
の
か
、
検
査
員
は
筆
者
に
「
通
過
し
て
よ
い
」
と

ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
で
伝
え
て
き
た
。
隣
の
列
で
は
、
ほ
か
の
メ
ン
バ
ー
が
折
り
た
た
み
傘
を
危
険
物
で
は
な
い
と
説
明
す
る
の
に
苦
労
し
て
い
た
。
各
自
お
土
産

を
購
入
し
、
Ｎ
Ｈ
一
二
六
〇
便
に
乗
り
込
ん
だ
。
ほ
ぼ
定
刻
通
り
一
五
時
五
二
分
に
離
陸
し
、
日
本
時
間
の
一
九
時
二
五
分
に
羽
田
空
港
に
着
陸
し
た
。
入
国

手
続
き
を
済
ま
せ
、
到
着
ロ
ビ
ー
に
て
解
散
し
た
。

　
　
　

お
わ
り
に

　
「
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
研
究
会
」
に
よ
る
二
〇
一
四
年
度
の
調
査
で
は
、
円
仁
が
五
臺
山
の
巡
礼
を
終
え
、
帰
国
の
途
に
つ
く
た
め
長
安
へ
と
向
か
う
行
程

の
一
部
を
辿
っ
た
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
と
合
わ
せ
る
と
、
円
仁
の
「
入
唐
求
法
巡
礼
」
の
往
路
の
調
査
を
完
遂
し
た
こ
と
に
な
る
。
今
回
の
調
査
で
得
ら
れ
た

成
果
の
な
か
で
も
、
大
茘
県
か
ら
「
王
明
店
」
比
定
地
へ
と
延
び
る
道
路
遺
構
、
故
市
鎮
と
関
山
鎮
と
を
結
ぶ
道
路
遺
構
、
康
橋
村
か
ら
櫟
陽
村
へ
と
つ
な
が

る
道
路
遺
構
を
確
認
で
き
た
点
が
特
筆
さ
れ
る
。
か
か
る
道
路
遺
構
は
円
仁
の
巡
礼
ル
ー
ト
の
復
元
だ
け
で
な
く
、
古
代
中
国
に
お
け
る
交
通
を
考
え
る
う
え

で
も
、
今
後
さ
ら
に
詳
細
な
検
討
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
故
市
鎮
移
転
の
情
報
は
、
そ
の
土
地
を
熟
知
す
る
「
古
老
」
へ
の
聞
き
込
み
が
な
け
れ
ば
得

ら
れ
な
か
っ
た
が
、「
古
老
」
か
ら
若
者
へ
の
「
口
伝
」
が
途
絶
え
つ
つ
あ
る
と
い
う
、
日
本
と
も
共
通
す
る
現
代
社
会
の
問
題
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。
加

え
て
史
跡
・
遺
跡
群
が
開
発
や
老
朽
化
に
よ
っ
て
急
速
に
破
壊
さ
れ
、
こ
こ
数
年
の
う
ち
に
円
仁
な
ど
入
唐
僧
の
行
程
や
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
仏
教
交
流
を
考

え
る
貴
重
な
資
料
が
消
滅
す
る
可
能
性
が
現
実
味
を
帯
び
て
お
り
、
本
研
究
会
に
よ
る
現
地
調
査
の
重
要
性
お
よ
び
緊
急
性
を
改
め
て
痛
感
し
た
。
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注

（
1
）　�
円
仁
お
よ
び
「
行
記
」
に
か
か
わ
る
論
考
は
、「『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
』
関
係
文
献
目
録
稿
」（
佐
藤
長
門
編
『
遣
唐
使
と
入
唐
僧
の
研
究
』
所
収
、
高
志
書
院
、
二
〇
一
五
年
）

を
参
照
。

（
2
）　�

こ
れ
ま
で
の
調
査
は
以
下
に
掲
げ
る
紀
行
文
で
報
告
さ
れ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
酒
寄
雅
志
「
円
仁
の
足
跡
を
訪
ね
て
―
山
東
半
島
―
」（『
栃
木
史
学
』

一
九
号
、
二
〇
〇
五
年
）、
平
澤
加
奈
子
「
同
（
Ⅱ
）
―
山
東
か
ら
河
北
へ
ー
」（『
同
』
二
一
号
、
二
〇
〇
七
年
）、
田
中
史
生
「
同
（
Ⅲ
）
―
河
北
か
ら
山
西
へ
―
」（『
同
』、

二
〇
〇
八
年
）、
佐
藤
長
門
「
同
（
Ⅳ
）
―
江
蘇
省
―
」（『
同
』
二
三
号
、
二
〇
〇
九
年
）、
石
見
清
裕
「
同
（
Ⅴ
）
―
西
安
―
」（『
同
』
二
四
号
、
二
〇
一
〇
年
）、
河
野
保
博
「
同

（
Ⅵ
）
―
山
西
省　

五
臺
山
・
忻
州
・
太
原
―
」（『
同
』
二
六
号
、
二
〇
一
二
年
）、
笹
生
衛
「
同
（
Ⅶ
）
―
山
西
省
―
」（『
同
』
二
七
号
、
二
〇
一
三
年
）、
柿
島
綾
子
「
同
（
Ⅷ
）

―
洛
陽
・
登
封
（
嵩
山
）・
鄭
州
―
」（『
同
』
二
八
号
、
二
〇
一
四
年
）、
溝
口
優
樹
「
同
（
Ⅸ
）
―
山
西
省
―
」『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
―
』
第
四
十
七
輯
、

二
〇
一
六
年
）。

（
3
）　

溝
口
優
樹
「
同
（
Ⅸ
）
―
山
西
省
―
」（
前
掲
注
２
論
文
）。
以
下
、
二
〇
一
三
年
度
調
査
の
成
果
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
4
）　

石
見
清
裕
「
円
仁
の
足
跡
を
訪
ね
て
（
Ⅴ
）
―
西
安
―
」（
前
掲
注
２
論
文
）。

（
5
）　
『
三
国
志
』
魏
志
、
武
帝
紀
、
建
安
十
六
年
（
二
一
一
）
三
月
条
、
七
月
条
、
九
月
条
な
ど
。

（
6
）　

小
野
勝
年
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の
研
究
』
第
三
巻
、
鈴
木
学
術
財
団
、
一
九
六
七
年
。
以
下
、
小
野
氏
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。

（
7
）　

諸
史
料
に
お
け
る
朝
邑
県
―
同
州
間
の
距
離
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
朝
邑
県
の
移
転
の
可
能
性
を
含
め
て
今
後
の
課
題
と
す
る
。

（
8
）　
『
隋
書
』
帝
紀
第
一
、
高
祖
上
。

（
9
）　
「
舎
利
塔
下
銘
原
石
」
の
拓
本
は
、『
陝
西
碑
石
精
華
』（
三
秦
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
三
〇
頁
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
10
）　

石
見
清
裕
「
円
仁
の
足
跡
を
訪
ね
て
（
Ⅴ
）
―
西
安
―
」（
前
掲
注
２
論
文
）。

（
11
）　�

現
在
東
興
村
は
渭
河
の
北
側
に
位
置
し
て
お
り
、「
橋
を
過
ぎ
て
南
に
行
く
こ
と
五
里
、
三
家
店
に
到
」
る
と
す
る
「
行
記
」
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
検
討
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。


